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松原市ふるさと納税
返礼品開発等支援補助金について

令和６年５月
松原市 市長公室観光・シティプロモーション課
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１．概要

☞ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む事業者様が、開発等に
要した費用に対し、その費用の一部を補助金として交付します！

必要経費の４分の３
（最大３００万円）

※交付決定時点で、補助額の３分の１を支給。
（上限１００万円）
※令和６～７年度の実績に応じて、残り３分の２を追加で
支給。（上限２００万円）

補助額
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２.補助対象事業

☞ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業が対象です

対象事業

外部専門家からの指導に対する

謝礼金・交通費

新商品開発に必要な

機材購入費/
機器リース料

試作品に必要な

原材料費

各種許認可の取得等に必要な

手数料
パッケージや包装紙の

印刷費
調査研究やパッケージデザイン等の

委託料

＜その他＞
◆消耗品費・・・商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要な少額の物品の購入費
◆運搬費・・・原材料、資材及び試作品等の送付に係る送料
◆その他市長が認める経費
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３．スケジュール

スケジュール

申請 決定 登録 報告

６月末まで ８月～９月 ９月～１０月 翌３月

市ホームページに
掲載されている
申請書一式を準
備し、松原市へ
提出します。

提出していただいた
申請資料をもとに
市で審査を行い、
交付の決定を行い
ます。

開発した返礼品を
ふるさと納税サイト
へ登録します。

様式に従い、開発
した返礼品の実績
を報告します。

交付

翌４月～５月

様式に従い、翌年度分の
申込実績に応じて、追加請
求してもらいます。

追加請求

翌々年３月翌年度 翌々年４月～５月

追加交付
様式に従い、翌年度分の
申込実績に応じて、追加
交付します。

実績に基づいて、
補助金を支払います。

事 市 事 事

市 事 市

事 市事業者様 松原市



ＷＨＯセーフコミュニティ国際認証都市

松原市

大阪初 ＷＨＯセーフコミュニティ国際認証都市 まつばら みんなでつくる 安心・安全なまちづくり

松原市
ＷＨＯセーフコミュニティ国際認証都市

松原市

みんなでつくる 安心・安全なまちづくり

～補足～ 補助額決定のイメージ

A

☞500万円の設備Aを購入した場合

決定のタイミング①
事業採用時

審査の上、補助金の支給が
認められた際

新しい返礼品の開発に必要な
経費として500万円を申請

松原市

松原市にて審査

決定のタイミング②
実績報告時

令和７年3月末に実績
の報告をした際

500万円×1/4＝125万円
→上限が100万円のため、
100万円の支給が決定
※支払いは令和７年4~5月頃

※機材Aを使用して開発した返
礼品に令和６年度中300万円
の寄附申込があった場合

→300万円×経費率1/2
－既に決定済100万円＝
50万円の支給を決定

決定のタイミング③
翌年度末追加請求時

翌年度の寄附申込に応じて追
加請求をした際

※開発した返礼品に令和７年度中更
に400万円の寄附申込があった場合

→700万円（300万＋400万）
×経費率1/2－既に支給済150
万円＝200万円だが、上限額は
最大300万円のため、150万円
の追加支給を決定

全体で、必要経費の3/4（最大300万円）が上限
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４．Q＆A（１）

Q.運転資金が不足しているので交付金支給
のタイミングを早くできないのか？

A.交付が決定していれば、必要経費の４分
の１（補助額の３分の１）部分については
概算払い請求が可能です。
※別途概算払い請求及び事後精算の手続きが必要です。
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４．Q＆A（２）

Q.事業を変更・中止したい場合はどうすれば
よいのか？

A.ホームページ記載の変更交付申請書・事
業中止届を提出していただきます。
※すでに交付決定している場合は、再審査となります。（変更の場
合）



ＷＨＯセーフコミュニティ国際認証都市

松原市

大阪初 ＷＨＯセーフコミュニティ国際認証都市 まつばら みんなでつくる 安心・安全なまちづくり

松原市
ＷＨＯセーフコミュニティ国際認証都市

松原市

みんなでつくる 安心・安全なまちづくり

４．Q＆A（３）

Q.いつからの経費が申請対象となるか？

A.申請日以降に支出した経費が対象となり
ます。

※例：６月３０日申請→６月３０日支出経費分から
※交付の決定・不決定については、松原市で審査を行い
ます。
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４．Q＆A（４）

Q.返礼品の登録はいつまでにすればよいの
か？

A.実績報告（令和７年３月末）までに登
録していただく必要があります。
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４．Q＆A（５）

Q.当該補助金を利用して開発した商品をふ
るさと納税市場以外で取り扱ってよいか？

A.問題ありませんが、ふるさと納税への登録
は必須です。
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４．Q＆A（６）

Q. 既存の返礼品の改良も対象になるの
か？

A.原則対象となりません。

※ただし、新商品の開発に匹敵する改良であれば、対象と
なる可能性はあります。


